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新成長戦略（基本方針）（抄）  

（平成21年12月30日閣議決定）  

2．6つの戦略分野の基本方針と目標とする成果  
（2）ライフイノベーションによる健康大国戦略  

【2020年までの目標】  

『医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇用の創出、新規市場  

約45兆円、新規雇用約280万人』  

【主な施策】  

● 医療・介護・健康関連産業の成長産業化  

● 日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進  
● 医療■介護・健康関連産業のアジア等海外市場への展開促進  

● バリアフリー住宅の供給促進  

● 医療・介護サービスの基盤整備  

（参考）  

新成長戦略（基本方針）P．8～P．10、P．19～P．20、P．22に介護関連の記述あり。   
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薪成長戦略（基本方針）  

（100年に一度のチャンス）   

私たちは今、長い衰退のトンネルの中にいる。90年代初頭のバブル崩壊か  

ら約20年、日本の経済は低迷を続けている。成長度合いでは、・アジア各国、  

アメリカを始め欧米諸国にも大きく遅れをとった。経済は閉塞感に見舞われ、  

国民はかつての自信を失い、将来への漠たる不安に萎縮している。国全体が  

輝きを失いつつある。   

戦後、日本は奇跡の経済成長を成し遂げた。その背景には、経済大国アメ  

リカという目標が昂った。国民も企業も、▲一そして政治家、官僚も経済大国を  

目指すという共通目標に向かって総力を挙げた。その結果が、世界第二位の  

経済大国の実現だった。しかし、一人当たりGDPでアメリカを追い越した80  

年代、バブルを迎え、そしてバブルは崩壊した。「坂の上の雲」を夢見て山を  

登り、その頂きに立った途端、この国は目標を見失った。   

今、私たちの目前には大きな課題が迫っている。金融市場の暴走の結果と  

しての「リーマンショック」は、我が国の産業界、そして一人一人の生活に  

大きな傷跡を残した。税収が国債発行額を下回り、財政上は65年前の終戦当  

時の状況にまで悪化している。そして、急激な速度で少子高齢社会に突入し  

ている。   

失敗の本質は何か。それは政治のリーダーシップ、実行力の欠如だ。過去  

10年間だけでも、旧政権において10本を優に越える「戦略」が世に送り出さ  

れ、実行されないままに葬り去られてきた。その一方で、・政官業の癒着構造  

の中で、対症療法的な対策が続いてきた。   

今、最も必要なのは、日本の将来ビジョンを明確に国民に示した上で国民  

的合意を形成し、その目標に向かって政策を推し進めることのできる政治的  

リーダーーシップだ。100年に一度といわれる経済危機の中で、国民は旧来の「し  

がらみ」を脱ぎ捨て、自らの投票行動で民主党・鳩山政権を選んた。新政権  

の誕生は、国民のための経済の実現に向けて舵を切る、109年に⊥度のチャン  

スである。  

1  
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（二つの呪縛）  

＿我が国の経済政策の呪縛となってきたのは」二うの道による成功体験であ  

る。   

第一の道は、公共事業による経済成長だ。戦後から高度成長の60年代、70  

年代にかけ七は、公共事業でめ国づくり・まちづくりが、将来ビジョンを示  

す「成長戦略」として有効であ占た。生産性の低い農村地帯から都劉こ労働  

者が流入し、より生産性の高い製造業などに就職することによって消費＝需  

要も拡木し、日本経済が拡大した云国全体の総需要が拡大する中で、新幹線、  

高速道路を中心とする交通インフラは投資効果が大きく、それ自体が巳本経  

済の成長に大きく寄与した。  

しかしながら、80年代に入りインフラが整ってくると、大都市で得られた  

税収を画一的な公共事業で地方にエ手套の形で配分する仕組みが「土建型国  

家モデル」として定着し、政治家と官僚による利益分配構造、税金のピンハ  

ネ構造を生み出した。公共事業は、農村地域の雇用維持や都市と農村の格差  

縮小にはつながったが、地域独自の経済＿■生活基盤を喪失させた。結果とし  

て、日本全体の経済成長にはつながらず、巨額の財政赤字を積み上げること  

となった。  
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第二の道が2000年代の「構造改革」、の名の下に進められた、供給サイ下の  

生産性向上による成長戦略である。規制緩和や労働市場の自由化を進めるな  

ど市場原理を活用し、企業の生産性を高めることで経済成長を目指す政策で、  

同時に公的金融の民営化も進められた。   

しかしながら、一部の企業が生産性の向上に嘩功したものの、選ばれた企  

業のみに喜が集中し、中小企業の廃業は増加。金融の機能強化にもつながら  

なかった。国民全体の所得も向上せず、実感のない成長と需要の低迷が続い  

た。いわゆる「ウーキングプア」に代表される格差拡大も社会問題化し、国  

全体の成長力を低下させることとなった。  

（第三の道：成長戦略で新たな需要・雇用をつくる）  

私たちは、公共事業・財政矩みの「第一の道」、一行き過ぎた市場原理主義の  

「第二の道」セもない、「第三の道」を進む。それは、2020年までに環境、健  
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康、観光の三分野で100兆円超の「新たな需要の創造」により雇用を生み、  

国民生活の向上に主眼を置く「新成長戦略」である。   

「坂の上の雲」を目指した「途上国型」の経済運営ではなく、地球規模の  

課題を解決する「課題解決型国家」として、アジアと共に生きる国の形を実  

現する。   

2008年に発生したアメリカ発の金融危機は世界経済の構造を変えた。アメ  

リカを中心に需要が世界的に蒸発した今、これまでどおりにモノを作って売  

ろうにも、それを吸収する需要が存在しない。私たちは、この新しい現実に  

対応しなければならない。   

日本経済の現状を見た時、確かに国内において需給ギャップは存在する。  

2007年度に515兆円に到達した我が国の名目GDPは473兆円（2009年度）に  

まで減少する見込みである。しかし、国民生活の課題に正面から向き合った  

時、その課題解決の先には潜在的な需要が満ち満ちている。  

（課題解決型国家を目指して：二つのイノベーション）   

第一の課題は、■地球温暖化（エネルギー）対策である。世界最高水準の低  

炭素型社会の実現に向けて社会全体が動き出すことにより、生活関連や運輸  

部門、まちづくりなど幅広い分野で新しい需要が生まれる。   

第二の課題は少子高齢化対策である。「子育てに安心」、「中身ともに健やか  

で長寿を迎えたい」という人類共通の目標を達成するため、健康大国日本の  

実現を目指すム こうした課題への処方箋を示すことが、社会変革と新たな価  

値を育み、結果として雇用を割り出す。   

日本が世界に先駆けて課題を解決する「モデル園」となることは、我が国  

の研究開発力や企業の体質の強化に直結する。需要の創造と供給力の強化の  

好循環を作り出すことが、デフレ脱却に欠かせない。   

こうした体制を作り出す政府甲役割も成長戦略の鍵となる。「グリーン・イ  

ノベーション」、「ライフ・イノベーション」などを戦略的なイノベーション  

分野とし 

利用者の立場に立った、社会ルールの変更に取り組む。そして、政府は新た  

な分野に挑戦する人々を支援する。財政措置に過度に依存するのではなく、  

3  
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国内外の金融資産の活用を促しつつ、市場創造型の「ルールの改善」と「支  

援」のベストミックスを追求する。   

私たちは、社会変革につながる技術・システムのアジア地域など海外への  

展開を図る。日本発の「課題解決型の処方箋の輸出」（システム輸出）による  

アジア需要の創造と言っても良い■。世界の成長センターであるアジアの活力  

を取り込み、アジアと共に生き－ることが、新しい日本の活力の源となる。世  

界に開かれた魅力ある国に変わるため、ヒト、モノ、カネの玄関口となる空  

港や港磨などの公共インフラを選択し、集中投資する・。  

（輝きを取り戻すために）   

「戦に敗れたこと自体は必ずしも不幸ではない。問題は国民がそれをいか  

に受け取り、それにいかなる自覚を持って新たに立ち向かうかにある。」   

第二次世界大戦の終戦を迎えた柑45年、東京大学総長だった南原繋氏は戦  

争からの帰還学生歓迎の辞で、「希望を持て、理想を見失うな。」と呼びかけ、  

新しい日本の建設を訴えた。   

あれから65年。再び大きな試練を迎えた今こそ、経世済民の原点に立ち戻  

り、年活に安心と真の豊かさを国民に取り戻さなくてはいけない。私たちは、．  
幸福度や満足度といった新たな指標、価値観も提案するム成長戦略を実現す  

る中で、まちおこし、文化・軍師など「新しい公共」の担い手を育て、誰も  
が居場所のある・国にする。  

「人間のための経済社会」を世界に発信する。これが新政権の歴史的な使  

命である。  

歴史は自らこれを創造しなくてはいけない。  

再び、この国が輝きを取り戻すために－。  

2020年、10年先を見据えて、私たちは、「新成長戦略」を実行する。   

4  
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日本は、 

安の良い国というブランドを有している。こうした日本が元来持つ強み、個  

人金融資産（1，400兆円）や住宅・土地等実物資産（1，000兆円）を活かしつ  

つ、アジア、地域を成長のフロンティアと位置付けて取り組めば、成長の機  

会は十分存在する。また、r我が国は、．自然、文化遺産、多様な地域性等豊富  

な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。さらに、・科学■  

技術、雇用・人材は、成長を支えるプラットフォームであり、持続的な成長  

のためには長期的視点に立った戦略が必要である。   

以上の観点から、我が国の新成長戦略を、  

・強み・を活かす成長分野（環境・エネルギー、健康）、  

・フロンティアの開拓による成長分野（アジア、観光■地域活性化）、   

∴成長を支えるプラットフォーム（科学・技術、雇用・人材）  

として、2020年までに達成すべき目標と、主な施尭を中心に方向性を明確に  

する。  

窟みぎ一着かす成長分野  

「7ノ グリーン・イノベーション仁よる屠瘡・ヱネルギ」．大願好  

〝躍り牟芽での厚顔訂  

『50兆円超の環境関連新規市場』、『140万人の環境分野の新規雇用』、『日本の民間ベース  

の技術を活かした世界の温室効果ガス削減量を13億トン以上とすること（日本全体の総排  

出量に相当）を目標とする』  

仔患戯訂  

● 電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギーの普及  

● ェコ住宅、ヒートポンプ等の普及による住宅・オフィス等のゼロエミッション化  

● 蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化など、革新的技術開発の前倒し  

● 規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策／〈ッケージを活用した低炭素社会実   

現に向けての集中投資事業の実施   



（「世界最高の技術」を活かす）   

我が国は高度成長期の負の側面である公害問題や二度にわたる石油危機を  

技術革新の契機として活用することで克喝し、世界最高の環境技術を獲得す  

するに至った。   

ところが今日でl享、数年前まで世界一を誇った太陽光発電が今ではドイ  

ツ・スペインの後塵を拝していることに象徴されるように、国際競争戦略な  

き環境政策によって、我が国が本来持つ環境分野での強みを、必ずしも活か  

すことができなくなっている。  

（総合的な政策パ′ツケージにより世界ナンバーワンの環境■エネルギー大国  

へ）   

気候変動問題は、もはや個々の要素技術で対応できる範囲を超えており、  

新たな制度設計や制度の変更、新たな規制・規制緩和などの総合的な政策パ  

ッケージにより、低炭素社会づくりを推進するとともに、環境技術・製品の  

急速な普及拡大を後押しすることが不可欠である。   

したがって、グリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）の促  

進や総合的な政策パッケージによって、，我が国のトップレベルの環境技術を  

普及・促進し、世界ナンバーワンの「環境・エネルギー大国」■を目指す。   

このため、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築  

や意欲的な目標の合意を前提として、2020年に、温室効果ガスを1990年比で  

25％削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャレンジ25」  

の取組を推進する。  

（グリーン・イノベーションによる成長とそれを支える資源確保の推進）   

電力の固定価格買取制度の拡充等による再生可能エネルギー 

力、小水力、バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投融資の促  

進、情報通信技術の活用等を通じて日本の経済社会を低炭素型に革新する。  

安全を第一として、国民の理解と信頼を得ながら、原子力利用について着実  

に取り組む。   

蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率化、情報通信システムの低消費  

電力化など、革新的技術開発の前倒しを行う。さらに、モーダルシフトの推  

6  
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進、省エネ家電の普及等により、運輸・家庭部門での総合的な温室効果ガス  

削減を実現する。   

電力嘩給側と電力ユーザー側考情報システムでつなぐ日本型スマートグリ  

ッドにより効率的な電力需給を実現し、家庭における関連機器等の新たな需  

要を喚起することで、成長産業として振興を図る。さらに、成長する海外の  

関連市場の獲得を支援する。  

リサイクルの推進による国内資源の循環的な知用の徹底や、‾レナメタル、  

レアアース等の代替材料などの技術開発を推進するとともに、総合的な資源  

エネルギー確保戦略を推進する．。   
し  

（快適性・生活の質の向上によるライフスタイルの変革）   

エコ住宅の普及、再生可能エネルギーの利用拡大や、ヒートポンプの普及  
拡大、LEDや有機ELなどの次世代照明の100％化の実現などにより、住宅＋  

オフィス等のゼロエミッション化を推進する。 

性・生活の質を高めることにも直結し、人々のライフスタイルを自発的に低  

炭素型へと転換させる大きなきっ‘かけとなる。   

こうした家庭部門でのゼロエミッション化を進めるため、各家庭にアドバ  

イスをする「環境コンシェルジュ制度」を創設する。  

（老朽化した建築物の建替え・改修の促進等による「緑の都市」化）   

日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都市」としていくため、  

中長期的な環境基準の在り方を明らかにしていくとともに、都市計画の在り  

方や都市再生・再開発の在り方を環境■低炭素化の観点から抜本的に見直す。   

老朽化し、温室効果ガスの排出や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル  

等の再開発・建替えや改修を促進するため、必要な規制緩和措置や支援策を  

講じる。  

（地方から経済社会構造を変革するモデル）   

公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネル  

ギーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な重源リサイクルの徹底、  

情報通信技術め活用、住宅等のゼロエミツション化など、エコ社会形成の取   



組を支援する。そのため、規制改革、税制のグリーン化を含めた総合的な政  

策パッケージを活用しながら、環境、健康、観光を柱とする集中投資事業を  

行い、自立し辛地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する第一歩  

を踏み出す。   

これらの施策を総合的に実施することにより、2020年までに50兆円超の  

環境関連新規市場、140万人の環境分野の新規雇用、日本の民間ベースの技術  

を活かした世界の温室効果ガスの削減を13億トン以上とすること（日本全体  

の総排出量に相当）を目標とする。  

「2ノ ライフ・イ／ベーション仁よ高度最大∠許酪好 

抑季夏ぞのβ磨ゾ  

『医療■介護・健康関連サ⊥ビスの需要に見合った産業育成と雇用の創出、新規市場鱒  

45兆円、新規雇用約280万人』  

住金彪二宗ブ  

●医療一介護・健康関連産業の成長産業化  

● 日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進 

●医療■介護・健康関連産業のアジア等海外市場への展開促進  

●バリアフリー住宅の供給促進  

●医療一介護サービスの基盤強化  

（医療・介護・健康関連産業を成声牽引産業へ）   

我が国は、国民皆保険制度の下、嘩コストで質の高い医療サービスを国民  

に提供七てきた結果、世界一の健康長寿国となった。世界のフロンティアを  
進む日本の高齢化は、ライフ・イノベーション（医療－・介護分野革新）を力  

強く推進することにより新たなサービス成長産業と新・ものづくり産業を育  

七るチャンスでもある。   

したがって、高い成長と雇用創出が見込める医療・介護・健康関連産業を  

日本の成長牽引産業として明確に位置付けるとともに、民間事業者等の新た  

なサービス主体の参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用   
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者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰もが必要なサービ  

スにアクセスできる体制を経緯しながら、そのためた必要な制度・ルールの  

変更等を進める。  

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）   

安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発  

を推進する。産官学が一体とな‘った取組や、創薬ベンチャーの育成を推進し、  

新薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した遠隔医療システ  

ム、ものづくり技術■を活用した高齢者用パーソナルモビリティ、医療・介護  

ロボット等の研究開発・実用化を促進する。その前提として、ドラッグラグ、  

デバイスラグの解消は喫緊の課題であり、治験環境の整備、承認審査の迅速  

化を進める。  

（アジア等海外市場への展開促進）   

医療・介護・健康関連産業は、今後、高齢社会を迎えるアジア諸国等にお  

いても高い成長が見込まれる。医薬品等の海外販売やアジアの富裕層等を対  

象とした健診、治療等の医療及び関連サ「ビスを観光とも連携して促進して  

いく。また」成長するアジア市場との連携（共同の臨床研究・治験拠点の構  

築等）も目指していく。  

（／〈リアフリー住宅の供給促進）   

－今後、一人革らしや介護を必要とする高齢者の増加が見込まれており、高  

齢者が居住する住宅内での安全な移動の確保や転倒防止、介助者の負担軽減  

等のため、手すりの設置や屋内の段差解消等、住宅のバリアフリー化の促進  

が急務である。このため、バリアフリー性能が優れた住宅取得や、バリアフ  

リー改修促進のための支援を充実するともに、民間事業者等による高齢者向  

けのバリアフリー化された賃貸住宅の供給促進等に重点的に取り組む。  

（不安の解消、生涯を楽しむたゆの医療・介護サービスの基盤弓削ヒ）   

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の  

礎である。しかし、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技  
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術の進歩、それに伴う多様で質の高いサービスへの需要の高まり等の環境変  

化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭し、不安のための  

l 貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医療・介護サービスの基  
盤を強化する。   

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医  

療’・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を見直す。  

また、医療機関の機能分化と高度・専門的医療の集約化、介護施設、居住系  

サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービスを安定的に提供で  

きる体制を整備する。  

（地坪における高齢者の安心な暮らしの実現）   

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を支え  

ている。住み慣れた地域で生涯を過ごしたいと願っている高齢者は多く、地  

域主導による地域医療の再生を図ることが、これからの地域社会において重  

要である。■具体的には、医療■介護・健康関連サービス提供者のネットワー  

ク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅での生活支援ツールの整  

備などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望するサービスを受けること  

ができる社会を構築する。   

高齢者が安心して健康な生活が送れるようになるこ．とで、生涯学習や、教  

養・知識を吸収するための旅行など、斬たなシニア向けサービスの需要も創  

造される・。また、高齢者の起業や雇用にもつながるほか、高齢者が有する技  

術■知識等が次世代へも継承される。こう 

備していく。   

これらの施策を進めるとともに、．持続可能な社会保障制度の実現に向けた  

′改革を進めることで、超高齢社会に対応した社会システムを構築し、2020年  

までに医療・介護・健康関連サービスの需要に見合った産業育成と雇用の創  

出により、新規市場約45兆円、新規雇用約2糾万人早目標とし、すべ七の高  
●  

齢者が、家族と．社会のつながりの中で生涯生活を楽しむことができる社会を  

つくる。また、日本の新たな社会システムを「高齢社会の先進モデル」とし  

て、アジアそして世界へと発信してい、く。  
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Zダンテノア傭仁よる戯  

「βノ アジア棚  

JZ牧押孝吉否のβ磨訂  

『アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を構築』、『アジアの成長を取り込むための国内改革  

の推進、ヒトモノ・カネの流れ倍増』、『「アジアの所得倍増」を通じた成長機会の拡大』  

仔祝舶訂  

●20川年のAPECホスト国として貿易・投資の自由化を積極的に推進、我が国としての   

FTÅÅPの道筋（ロードマップ）策定  

●アジア諸国と共同で日本の「安全・安心」の国際標準化を推進・  

●官民あげての鉄道、水、エネルギーなどのインフラ整備支援や環境共生型都市の開発  

●羽田の24時間国際拠点空港化やオープン・スカイ構想の推進、ポスト・パナマックス   

船対応の国際コンテナリくルク戦略港湾の整備  

●ヒト・モノ・カネの流れを阻害する規制の大胆な見直し  

・～傍儲／とLこ成長する厚・β本～  

（日本の強みを大いに活かしうるアジア市場）   

近年、アジア諸国は、日本企業と共に産業集積を形成し、豊富で勤勉な労  

働力を背景に力強く、急速な成長を遂げてきた。アジア各国は昨今のサブプ  

ライムローン問題に端を発した金融危機にも適切に対応し、今や世界経済の  

牽引役として堅調な経済回復をみせている。特にアジアにおける中間所得者  

層の成長が著しいこと、また、療境問題や都市化等、強が国が先に直面し、  

克服してきた制約要因や課題を抱えながら成長していることは、日本にとっ  

て、大きなビジネス機会である。  

（アジアの「架け橋」′としての日本）   

今日のアジアの著しい成長を更に着実なものとしつつ、アジアの成長を日  

本の成長に確実に結実させるためには、日本がこれまでの経済発展の過程で  

学んだ多くの経験をアジア諸国と共有し、日本がアジアの成長の「架け橋」  
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となるとともに、環境やインフラ分野等で固有の強みを集結し、総合的かつ  

’戦略的にアジア地域でビジネスを展開する必要がある。  

（切れ目なし＼アジア市場の創出）   

まず、日本企業が活躍するフィールドであるアジア地域において、あらゆ  

る経済活動の障壁を取り除くことが必要である。このため、より積極的に貿  

昂・投資を自由化・円滑化し、また知的財産権の保護体制の構築などを行う  

ことにより、アジアに切れ目のない市場を作り出す。・そのきっかけとして、  

2010年に日本がホスト国となるAPECの枠組みを活凧し、2020年を目標にア  
ジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）を構築するための我が国としての道筋（ロー  

ドマッ′プ）を策定する。  

（日本の「安全一安心」等の制度のアジア展開）   

また、アジア諸国が経済t社会のセーフティネットをより厚いものにする  

ために、日本の「安全1安心」の考え方が貢献できる部分は大きく、経済成  

長の基盤ともなる。環境分野や製品安全問題等にかかる日本の技術や規制・  

基準・規格をニアジア諸国等とも共同で国際標準化する作業を行い、国際社  

会へ発信・提案することなどにより、アジア諸国の成長と「安全・安心」の  

普及を実現しつつ■、日本企業がより活動しやすい環境を作り出す。また、ス  

マートグリッド、燃料電池、電気自動車など日本が技術的優位性を有してい  

る分野においては、特に戦略的な国際標準化作業を早急に進める○ 

いても、流通の多様化・国際化等を踏まえ、アジア諸国とも共同しつつ、食  

品安全基準の国際標準化作業等に積極的に貢献する。  

（日本のイ安全・安心」等の技術のアジアそして世界への普及）   

その上で、環境技術において日本が強みを持つインフラ整備をパッケージ  
でアジア地域た展開■浸透させるとともに、アジア諸国の経済成長に伴う埠  

球環境への負荷を軽減し、日本の技術・経験をアジアの持続可能な成長のエ  
ンジンとして活用する。具体的には、新幹線」都市交通、水、エネルギーな  

どのインフラ整備支援や、環境共生型都市の開発支援に官民あげて取り組む。  
同時に、 
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する。さらには、建築士等の資格の相互承認も推進し、日本の建設業のアジ  

ア展開を後押しする。これらにより日本も輸出や投資を通じて相乗的に成長  

するという好循環を作り出す。また、日本の「安全■安心」の製品の輸出を  

促進するとともに、インフラ・プロジェクトの契約・管理・運営ノウハウの  

強化に取り組む。これらの取組は、アジアを起点に広く世界に展開していく。  

（アジア市場一体化のための国内改革、日本と世界とのヒト■モノ・カネの  

流れ倍増）   

同時に、日本国内においても、アジアを中心に世界とのヒト・モノ・カネ  

の流れの障壁をできるだけ除去することが必要である。ヒト1モノ・カネの  

日本への流れを倍増させることを目標とし、例えば、その流れの阻害要因と  

なっている規制を大月引こ見直すなど、日本としても重点的な国内改革も積極  

的に進める。具体的には、羽田の24時間国際拠点空港化やオープン・スカイ  

構想の推進、ポスト「パナマックス船対応の国際コンテナ㌧バルク戦略港湾  

の整備等により、外国人観光客やビジネスマン等のヒトの流れやモノの流れ  

を作り出す。また、外国人留学生の受入れ拡大、研究者や専門性を必要とす  

る職種の海外人材が働きやすい国内体制の整備を行うほか、貿易関連手続の  

一層の円滑化を図るとともに、海外進出した企業が現地であげた収益を国内  

に戻しやすくする。加えて、金融や運輸等のサービス分野の国際競争力を強  

化し、その流れの円滑化を図る。さらには、アジアや世界との大学・科学技  

術一文化・スポーツー青少年等の交流・協力を促進しつつ、国際的に活躍で  

きる人材の育成を進める。  

（「アジア所得倍増」を通じた成長機会の拡大）   

これらを通じて、アジアの一員としてアジア全体の活力ある発展を促し、  

アジア市場における取引活動を拡大させ、ア・ジアの所得倍増に貢献すること  

でアジア市場と一体化しつつ、、日本の大きな成長機会を創出する。拡大した  

アジア市場に対して、日本のコンテンツ、ヂザイン、ファッション、料理、  

伝続文化、メディア芸術等の「クリエイティブ産業」を対外発信し、日本の  

ブランドカの向上や外交力の強化につなげるとともに、著作権等の侵害対策  

についても国際的に協調して取り組む。  

13  

－19－   



加えて、都市化・地球環境・地球規模での格差の解消など、世界規模の問  

題を共に解決していくことにも貢献する。  

r〃ノ顔先立厨・雌鱈焙聯  

一点先立屠め厳ぎ一  

J邦L相手吉でのβ釘  

『訪日外国人を2820年初めまでに2，500万人、将来的には3，000万人。2，500万人によ  

る経済波及効果約10兆円、新規雇用56万人』  

住友彪頚打  

●訪日観光査証の取得容易化  

●休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討  

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）   

我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を有しており、  

観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は雪を見に北  

海道を訪ね、欧州わ人々は伝統文化からポップカルチャーまで日本の文化面  
に関心を持ち、朝の築地市場など生活文化へゐ関心も高くなっている。この  

ように、日本を訪れる外国人の間では、国によぅて訪れる場所や楽しむ内容  

に大きな相違があるが、その多様性を受け入れるだけの観光資源を地方都市  

は有している。また、日本全国には、エコツ ーリズム、グリーンツーリズム、  

産業観光など観光資源が豊富にあり、外国人のみならず、日本人にとっても  

魅力的な観光メニューを提供することができる。公的支出による地域活性化  

を期待することが難しい現在、人口減少・急激な少子高齢化に悩む地方部市  

たとって、観光による国内外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統  

芸能等の文化遺産の活用は、地域経済の活性化や雇用機会の増大の‾切り札で  

ある。  

（訪日外国人を2020年初めまでに2，500万人に）   

急速に経済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に満ち  

ている。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約100万人、  
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日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340万人（いずれも2008年ベ  

ース）と大きな開きがある。人口増加や経済成長のスピードを考えれば、中  

国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大きな課題である。今後」  

アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの訪日外国人の増加に向けて、  

訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観光地づくり、留学環境の整備、広報  

活動等を図ることにより、・訪日外国人を2020年初めまでに2，50ロ万人、、将来  

的には3，000万人まで伸ばす。また、観光立国にとって不可欠な要素として、  

交通アクセスの改善と合わせて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。  

（休暇取得の分散化等）   

国内旅行は約20兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中してい  

るため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウイTクや年末年始の一定期間  

に集中する結果、顕在化しない内需が多いと言われている。このため、休暇  

取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討や国際競争力の  

高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要の顕在化等の総合的な  

観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育て、新しい雇用と需要を生み  

出す。  

～脚朗仁よ右脚有の層壬、戯の辛労綬とん丁のオ訝有の屠  

．生′－  

〝〟♂辛夏ぞのg劇  

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』  

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的重点投資』  

′壬戌戯訂  

●定住自立園構想の推進、過疎地域の自立一活性化支援  

●特区制度を活用した都市再生一地蟻再生  

●大都市圏のインフラの整備におけるPFl、PPP等の活用  

（地域政策の方向転換）   

この10年間、大都市への人口集中が進む一方で、地方の中心市街地はシヤ  
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ツタ一通りと化し、地域経済の地盤沈下が著しい。このような地方都市の状  

況は結果として国全体の成長のマイナス要因となってきた。地方都市が空洞  

化した背景には、これまでの国の地域振興策が、「選択と集中」の視点に欠け、  

ハコモノ偏重で、地方の個性を伸ばし自立を促してこなかったことに他なら  

ない。丁方で、地方にはその土地固有の歴史と文化・芸術がある。例えば、  

フランスで最も住みやすい街として知られるナント市が、かっての産業・工  

業都市から歴史遺産の「文化」と「芸術」により都市め再生を臭たしたよう  

に、これからの国の地域振興策は、NPO等の「新しい公共」との連携の下で、  

特区制度等の活用により、地方の「創造力」とイ文化カ」の芽を育てる施策  

に転換しなければならない。  

（緑の分権改革等）   

それぞれの地域資源を最大限活用する仕組みを地方公共団体と住民、NPO等  

の協働・連携によ、り創り上げ、分散自立型■地産地消型としていくことによ  

り、地域の自給力と創富力を高める地域主権型社会の構築を図る「緑の分権  

改革」を推進し、地域からの成長の道筋を示すモデルを構築する。  

また、地域のことは地域に住む住民が決める、活気に満ちた地域社会をつ  

くるための「地域主権」改革を断行する。  

（定住自立圏構想の推進等）   

都市は都市らしく、農山漁村は農山漁村らしい地域振興を進めるため、圏  

域ごとに生活機能等を確保し、地方圏における定住の受け皿を形成する定住  

自立圏構想を推進する。また、離島・過疎地域等の条件不利地域の自立・活  

性化の支援を着実に進める。   

高速道路の無料化により、地域間のヒト■モノの移動コストの低減が実現  

されれば、地域産品の需要地への進出拡大、J地域の観光産業の活性化、地方  

への企業進出等の経済効果が期待される。  

（大都市の再生）   

大都市は、これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきたが、  

ソウル、・シンガポール、上海、天津等の他のアジア都市は国を挙げて競争力  

向上のための取組を推進しており、国としての国際的、広域的視点を踏まえ  

16  

－22－   

′キ  



た都市戦略がなければ、少子高齢化もあいまって東京でさえ活力が失われ、  

国の成長の足を引っ張ることになりかねない。   

このため、成長の足がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、港湾、  

道路等の真に必要なインフラの重点投資と魅力向上のための拠点整備を戦略  

的に進め、世界、アジアのヒト・モノの交流の拠点を目指す必要がある。こ  

の整備に当たっては、厳しい財政事情の中で、特区制度、PFI、PPP等の積極  

的な活用により、民間の知恵と資金を積極的に活用する。  

（社会資本ストックの戦略的維持管理等）   

我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備され、現在、50年以上経過  

した橋梁は8％、トンネルは18％であるが、20年後には橋梁は51％、トンネ  

ルは47％に急増すると言われており、農業用水利施設は印0箇所前後の施設  

が毎年更新時期を迎えることになり、今後は、国■地方の財政状況め逼迫等  

により、社会資本ストックが更新できなくなるおそれがある。このように高  

度経済成長期に集中投資した社会資本ストックが今後急速ヒ老朽化すること  

を踏まえ、維持修繕、更新投資等の戦略的な維持管理を進め、国民の安全・  

安心の確保の観点からリスク管理を徹底することが必要である。さらに、社  

会資本ストックについては、厳しい財政事情の中で、維持管理のみならず新  

設も効果的・効率的に進めるため、PF暮、PPPの積極的な活用を図る。  

～＃捌戌脚此～  

J：卯〝季夏でのβ劇  

『食料自給率50％』、『木材自給率50％以上』  

『農林水産物▲・食品の輸出額を2．5倍の1兆円』  

√王女彪封  

●戸別所得補償制度の導入、地域資源の活用」6次産業化、農商工連携等による農林   

水産分野の成長産業化  

●路網整備、人材育成、木材㌧バイオマス利用等による森林・林業の再生  

●検疫協議や販売ルートの開拓等を通じた農林水産物専の輸出拡大  

17  

－23－   



（課題が山積する農林水産分野）   

農林水産分野については、食の安全・安心確保、食料自給率の低下、農林  

水産業者の高齢化・後継者難、低収益性等、将来I手向けての課題は山積して  

いるものの、我が国の「食」の目指すべき姿や具体的方針が定まらず、消責  

者、生産者ともに不安に陥っているのが現状である。  

（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）   

こうした不安を解消し、農山漁村の潜在力が十分に発揮されるよう、「戸別  

所得補償制度」の導入など意欲ある農林漁業者が安心して事業を継続できる  

環境整備を行い、農林水産業を再生し、食料自給率を 

を目指す。 

今後、自然資源、伝統、文化、芸術などそれぞれの地域が有するいわば「地  

域資源」と融合しつつ技術開発を進め、成長への潜在力の発揮及び需要喚起  

に結びつけていく。また、農山漁村に広く賦存するバイオマス資源の利活用  

を更に促進する。   
また、いわゆる6次産業化（生産・加エ・流通の一体化等）や農商工連携、  

縦割り型規制の鳥直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在需要を発掘  

し、新たな産業を創出していく。  

（森林■■林業の再生）   

戦後植林した人工林資源を持続可鱒な形で本格的に利用するため、国産材  

利用め環境面での効用に対する理解を深めていくとともに、路網の整備、森  
林管理の専門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材を始めとした国産  

材の利用の拡大、木質バイオマスとしての活用等を柱として、森林・林業申  

再生を図り、木材自給率を50％以上に向上させることを目指す。  

（検疫協議や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）   

日本の農林水産物」食品の輸出の拡大に向け、特に潜在需要が高いと見込  

l まれる品目・地域を中心に検疫協議や販売ルートの開拓に注力し、現在の2．5  
倍の1兆円水準を目指す。  
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（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

「食」は我が国成長の基盤ともいうべき最も重要なテーマの一つである。  

安全・安心■健康で豊かな食生活を守るための方策やそれを支える農山漁村  

の在り方について、子ども■大人tお年寄りの視点に立ち、消費者・生産者  

も含め広く産官学横断的に検討する場を設け、「食」に関する将来ビジョンを  

早急に策定する。  

－ス′ツタ抑圧者扱者への巌磨～  

〝脚牟吉ぞのg尉  

『中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増』  

『耐震性が不十分な嘩宅割合を5％に』  

仔な慮農J  

●中古住宅の流通市場等の環境整備、リバースモーゲージ等の積極的活用  

●住宅一連築物の徹底した耐震改修  

（住宅投資の活性化）   

住宅投資の効果は、住宅関連産業が多岐にわたり、家具などの耐久消費財  

への消章などその裾野が広いことから、内需主導の経済成長を実現するため  

には、今後とも住宅投資の促進は重要な課題である。   

このため、1，400兆円の個人金融資産の活用など住宅投資の拡大に向けた資  

金循環の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による省エネ住 J  

宅の普及など質の高い住宅の供給の拡大を図る。  

（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）   

また、「住宅を作っては壊す」社会から「尽いものを作って、きちんと手入  

れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1，000兆円の住宅・土地等実物  

資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり利用できる長  

期優良住宅の建設、適切な維持管理、涜通に至るシステムを構築するととも  

に、P消責者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整備を図る。ま  

た、急増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一体と  

なった住宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用促  
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進などによる高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用した  

住宅・建築物の供給促進を図る。   

これらを通じて、2020年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規  

模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。  

（住宅・建築物の耐震改修の促進）   

現在、我が国め既存住宅ストック約4，708万戸のうち、 

1，150万戸が耐震性不十分と言われている。2036年までに70％の確率で首都  

直下地震が起こると言われており、阪神・淡路大震災の被害を考えれば、尊  

い人命が住宅等の全壊・半壊による危機にさらされているのが現状である。   

このため、住宅等の耐震化を徹底することにより、2020年までに耐震性が  

不十分な住宅の割合を5％に下げ、安全・安心な住宅ストックの形成を図る。  

0
 
6
 
 

2
 
2
 
 



戯多封岳プラツ′フォーム  

「5ノ好学・彦府立脚  

抑牟夏ぞのβ磨訂  

『世界をリードするグリーン・イノベーションとライフ 

で世界トップに立つ大学・研究機関の数の増』、『理工系博士課程修了者の完全雇用を達成』、  

『中小企業の知財活用の促進』、 

コストの低減』、『官民合わせた研究開発投資をGDP比4％以上』  

仔閻  

●大学・公的研究機関改革の加速、若手研究者の多様なキャリアパス整備  

●イノベーション創出のための制度・規制改革  

●行政のワンストップ化、情報通信技術の利活用を促進するための規制改革  

一／楓と．（人就／のあふわる厚■β本～  

（科学・技術力による成長力の強化）   

人類を人類たらしめたのは科学・技術の進歩に他ならない。地球温暖化、  

感染症対策、防災などの人類共通の課題を抱える中、未来に向けてせ界の繁  

栄を切り拓くのも科学・技術である。   

我が国は、世界有数の科学・技術力、そして国．民の教育水準の高さによっ  

て高度成長を成し遂げた。しかし、世界第二の経済大国になるとともに、科  

学・技術への期待と尊敬は薄れ、更なる高みを目指した人材育成と研究機関  

改革を怠ってきた。我が国は、今改めて、優れた人材を育成し、研究環境改  

善と産業化推進の取組を一体として進める土とにより、イノベーションとソ  

フトパワーを持続的草生み出し、成長の源となる新たな技術及び産業のフロ  

ンティアを開拓していかなければならない。  

（研究環境－イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

このため、大学・公的研究機関改革を加速して、若者が希望を持って科学  

の道を選べるように、自立的研究環境と多様なキヤリアパスを整備し、また、  

研究資金、研究支援体制、生活条件などを含め、世界中から優れた研究者を  

惹きつける魅力的な環境を用意する。基礎研究の振興と宇宙・海洋分野など  
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新フロンティアの開拓を進めるとともに、シーズ研究から産業化に至る円滑  

な資金・支援の供給や実証試験を容易にする規制の合理的見直しなど、イノ  

ベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行  

う。科学・技術力を核とするベンチャー創出や、産学連携など大学・研究機  

関における研究成果を地域の活性化につなげる取組を進める。   

科学・技術は、未来への先行投資として極めて重要であることから、2020  

年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比の4％以上にする。他国の  

追従を許さない先端的研究開発とイノベーションを強力かつ効率的に推進し  

ていくため、科学・技術政策推進体制を抜本的に見直す。また、国際共同研  

究の推進や途上国への科学・技術協力など、科学・・技術外交を推進する。   

これらの取組を総合的に実施することにより、2020年までに、世界をリー  

ドするグリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）やライフ・イ  

ノベーション（医療・介護分野革新）等を推進し、独自の分野で世界トップ  

に立つ大学■研究機関の数を増やすとともに、理工系博士課程修了者の完全  

雇用を達成することを目地す。また、中小企業の知財活用を促進する。  

～′闇・β本～  

（情鱒通信技術は新たなイノベーシiンを生む基盤）   

情報通信技術は、距離や時間を超越して、ヒト、モノ、カネ、情報を結び  

つける。未来の成長に向け、「コンクリートの道」から「光の道」へと発想を  

転換し、情報通信技術が国民生活や経済活動の全般に組み込まれることによ  

り、経済社会システムが抜本的に効率化し、新たなイノベー・ションを生み出  

す基盤となる。  

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化）   

我が国の情報通虐技術は、その技術水準やインフラ整備の面では世界最高  

レベルに達しているが、その利活用は先進諸外国．に遅れを取っており、潜在  

的な効果が実現されていない。   

個人情報保護、セキュリティ強化などの如策を進めて国民の安心を確保し  

つつ、情報通信技術を使いこなせる人材の育成などを強化して情報通信技術  

の利活用を徹底的に進め、国民生活の利便性の向上、情報通信技術に係る分  

野の生産性の伸び三倍増、生産コストの低減による国際競争力の強化、新産  
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業の創出に結びつける。行政の効率化を図るため、各種の行政手続の電子化・  

ワンストップ化を進めるとともに、住民票コエドとの連携による各種番号の  

整備・利用に向けた検討を加速する。子ども同士が教え合い、学び舎う「協  

働教育」の実現など、教育現場や医療現場などにおける情報通信技術の利活  

用によるサービスの質の改善や利便性の向上を全国民が享受できるようにす  

るため、光などのブロードバンドサービスの利用を更に進める。加えて、温  

室効果ガス排出量の削減、事業活動の効率化、海外との取引拡大、チャレン  

ジドの就労推進等の観点からも情報通信技術の利活用を推進する。あわせて、  

情報通信技術利活用を促進するための規制・制度の見直しを行う。  

r∂ノ願・人脚  

～佃叡と働の虚名厚・β本～  

〟御車までの眉鳩訂  

0以下の項目について、雇用戦略対話等を踏まえ具体的目標を定める。  

『若者フリーター約半減』、『ニート減少』、『女性M字力「ブ解消』、『高齢者就労促進』、『障  

がい者就労促進』、『ジョブ・カード取得者300万人』、．『有給休暇取得促進』、『最低賃金引上  

げ』、『労働時間短縮』  

√主摘打  

●若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上  

●「トランポリン畢社会」の構築  

●ジョブ・カード制度の「日本版NVQ（職業能力評価制度）」への発展  

●地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現  

（雇用が内需拡大と成長力を支える）   

内需を中心とする「需要創造型経済」は、雇用によって支えられる。国民  

は、安心して働き、能力を発揮する「雇用」の場が与えられることによぅて、  
所得を得て消章を拡大することが可能となる。雇用の確保なくして、冷え切  

った個人消費が拡大し、需要不足が解消することはあり得ない。   

また、「雇由・人材戦略」は、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、「成  

長力」を支える役割を果たす。少子高齢化による「労働力人口の減少」は、  
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我が国の潜在的な成長エンジンの出力を弱めるおそれがある。そのため、出  

生率回復を目指す．「少子化対策」の推進が不可欠であるが、それが労働力人  

口増加に結びつくまでには20年以上かかる。したがっ七、今すぐ我が国が注  

力しなければならないのは、著者・女性・・高齢者など潜在的な能力を有する  

人々の労働市場への参加を促進し、しかも社会全体で職業能力開発等の人材  

育成を行う「雇用・人材戦略」の推進である。  

（国民参加と「新しい公共」の支援）   

国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加でき  

る社会（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高め七 

置く。   

このため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人口の  

減少を跳ね返す。すなわち、若者・女性・高齢者・障がい者の新案率向上の  

ための政策早標を設定し、そのために、就労阻害要因となっている制度・慣  

行ゐ是正、保育サービスなど就労環境の整備等に2年間で集中的に取り組む。   
また、官だけでなく、市民、一皿PO、企業などが積極的に公共的な財・サー  

ビスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近  

な分野で活躍できる「新しい公共」の実現に向けて、円卓会議を設けて、民  

間（市民、NPO、企業等）の声を聞きつつ、本格的に取．り組む。  

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）   

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とともに、失業  

をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身につけるチャン  

スに変える社会を構築する．ことが、成長力を支えることとなる。このため、  

「第ニセーフティネット」「の垂備（求職者支援制度の創設等）や雇用保険制  

度の機能弓垂化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる  

職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジョブ・カード制度」を  

「日本版NVQ（NationalVocationtarQualification）」へと発展させていく。  

※NVQは、英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕事の   

実績を客観的に評価し、再就職やキャリアアップにつなげる役割を果たしている。  

（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現）   

国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用の  

「量的拡大」を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用創  
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造を推進する。また、「新しい公共」の担い手育成の観点から、NPOや社会起  

業家など「社会的企業」が主導する「地域社会雇用創造」を推進する。   

また、雇用の安定■質の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成長の  

基盤であり、雇用の質の向上が、企業の競争力強化・成長へとつながり、そ  

の果実の適正な分配が国内消費の拡大、次の経東成長へとつながる。そこで、  

「ディーセント・ワーク（人間らしい働きがいのある仕事）」由実現に向サ  

て、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等・均衡待遇の推進、箪付付き税  

額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーケ・ライフ・バランスの実現（年次  

有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取得促進）に取り組む。  

～デどるの真如ふカる屠一β．本～  

〟彪甘辛君ぞの首都  

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継続的上昇を通じ、  

人口の急激な減少傾向に歯止め』  

『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』  

『出産一子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復帰』  

『国際的な学習到達度調査で常に世界トップレベルの順位へ』  

√吉城汀  

● 幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進  

● 育児休業の取得期間一方法の弾力化（育児期の短時間勤務の活用等）  

● 教員の質の向上、民間人の活用を含めた地域での教育支援体制の強化  

● 高等教育の充実  

● 子どもの安全を守るための社会環境の整備  

（子どもは成長の源泉）   

我々は周りの人々の笑顔を我が歓びと感じ」幸せを実感することにより、  

生きていく力を与えられる。子どもの笑顔が、家族の笑顔に広がり、地域や  

職場での笑顔に広がる。社会が笑顔であふれることが、日本が活力を取り戻  

し、再び成長に向かうための必要条件である。我々は、将来の成長の担い手  

である子どもたちを、社会全体で育てていかなければならない。  

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）  

70年代後半以降、・出生率が低下傾向に転じ、深刻な少子化が顕在した90年  
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代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度・規制改革において抜  

本的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかっていない。2005■年に  

は日本の総人口は減少に転じ、現在の出生率の見通しのままでは2050年の人  

口ば9，580万人と推計される。将来にわたって、良質な労働力を生み出し、  

日本の活力を維持するために、今こそ大きな政策転換が求められる。   

このため、子ども手当の支給や高校の実質無償化を実行に移し、すべての  

子どもたちの成長を支える必要がある。また、子育て世代は、消費性向が高  

く、これらの支援は消費拡大－ー需要創造の面からも効果が高い上、子ども関  

連産業の成長にも高い効果をもたらす。   

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を実現することは、女性が働  

き続けることを可能にするのみならず、女性の能力を発揮する機会を飛躍的  

に増加させ、新たな労働力を生み出すとともに、出生率の継続的上昇にもつ  

ながり、急激な人口減少に対する中長期的不安を取り除くことになる。また、  

子どもの安全を守り、安心して暮らせる社会環境を整備する。   

このため、幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改  

革、各種制度■規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進、放課後児童  

クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を  

図り、2020年までl±速やかに就学前■就学期の潜在需要も含めた待機児童問  

題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾力化（育児期の短時間  

勤務の活用等）、育児休業取得先進企革への優遇衰などにより、出産・育児後  

の復職・再就職の支援を充実させ、少なくとも、2017年には、出産・育児後  

に働くことを希望するすべての人が仕事に復帰することができるようにする。  

（質の高い教育による厚い人材層）◆   

成長の原動力として何より重要なことは、国民全員に賃の高い教育を受け  

る機会を保障し、様々な分野において厚みのある人材層を形成することであ  

る。すべての子どもが希望する教育を受け、人生の基盤となる力を蓄えると  
1  

ともに、将来の日本、世界を支える人材となるよう育てていく。   

このため、初等・中等教育においては、教員の資質向上や民間人の簿用を  

含めた地域での教育支援体制の強化等による教育の質の向上とともに、高校  
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の実質無償化により、社会全体のサポートの下、すべてゐ子どもが後期中等  

教育を受けられるようにする。その結果、国際的な学習到達度調査において  

甲本が世界トップレベルの順位となることを目指す。   

また、高等教育においては、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国際化、  

大学院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職業教育の推進など、  

進学の機会拡大と高等教育の充実のための取組を進め、未来に挑戦する心を  

持って国際的に活躍できる人材を育成する。   

さらに、教育に対する需要を作り出し、これを成長分野としていくため、  

留学生の積極的受入れとともに、民間の教育サービスの健全な発展を図る。  

27  

¶33－   



「7ノ アクq経済運営   

鳩山政権は、「斬成長戦略」の実行と並行して、豊かな国民生活の実現を目  

指したマクロ経済運営を行う。   

デフレは、経済、ひいては国民生活に大きなマイナスの▼影響を及ぼす。デ 

フレの克服を目指し、政府は、日本銀行と一体となって、できる限り早期の  

プラスの物価上昇率実現に向け．て取り組む。また、家計が得る所得が増加し、  

画民が成長を実感できる名目成長率の実現を最重要課題と位置付けた経済運  

営を行う。具体的には、2020年度までの平均で、名目3％、実質2％を上回  

る成長、2020年度における我が国の経済規模（名目GDP）650兆円程度を目指  

す。   

「新成長戦略」においては、グリーン・イノベーションやライフ・イノベ  

ーションを創出し、成長のフロンティアを拡大していくこ上が、新たな需要  

と雇用を拡大する鍵となる。そのためには、世界の中でも優れた産業競争力  

を維持・強化する必要があり、．企業はその原動力となる。また、教育や職業  

訓練等を通じたヒトヘの投資や労働参加め拡大が、極めて重要な役割を担う  

こととなる。政府は「コンクリートから人へ」の政策でこれを支える。   

「新成長戦略」を通じた雇用創造等により、現在5％を越えている失業率  

については中期的に3％台への低下を目指す。同時に、若者■女性・高齢者  

を始め就業を希望するすべての国民が働くことのできる環境を整える。また、  

所得等の格差に十分注意を払いつつ経済運営を行う。   

数値としての経済成長率や量的拡大のみを追い求める従来型の成長戦略と  

は一線を画した。生活者が本質的に求、めているのはr幸福度」（we［l－being）  

の向上であり、それを支える経済・社会の活力である。こうした観点から′、  

国民の「幸福度」を表す新たな指標を開発し、その向上に向けた取組を行う。   

鳩山政権の成長戦略である需要創造型経済への転換には、政治的リーダー  

シップが不可欠な要素である。政治主導で過去の内閣では≠を付けることが  

できなかった、利害団体の既得権や省庁のタテ割りの弊害にメスを入れ、真  

に必要なものへの「選択と集中」を実現し、これまで実現されなかった国民  
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のニーズに応えていく 

らみにとらわれることなく、これを打破する突破力をもって取り組む。  

「2左折た女成長鹿野の屏グ爵とめ仁ノ有／ナた今度の虐め．才   

本「基本方針」に沿って、■来年初めから有識者の意見も踏まえる形で以下  

のような「肉付け」を行い、その結果も踏ま’ぇて、「成長戦略策定会議」にお  

いて、2010年6月を目途に「新成長戦略」を取りまとめることとする。  

（目標・施策の具体化・追加）   

2＼に掲げた各覿略分野について、「国民の声」も踏まえつつ、①需要創造  

効果、②雇用創造効果、③知恵の活用（財政資源の有効活用）等の視点から、  

目標設定、施策の更なる具体化や追加などについて検証を行うとともに、新  

たに明らかになった課題について、その解決に向けた方策を徹底的に検討す  

る。  

（「成長戦略実行計画（エ程表）」の策定と政策実現の確保）   

政策は「実現」してこそ意味がある。   

本「基本方針」に盛り込まれた目標・施策に加えて、上述の「目標・施策  

の具確イヒ一迫加」を行った上で、「新成長磯略」の取りまとめ時に、国家戦略  

室において「成長戦略実行計画（エ程表）」を策定する。その際、2010年内に  

実行に移すべき「早期実施事項」、今後4年間程度で実施すべき事項とその成  

果目標（アウトカム）、2020年までに実現すべき成果目標（ナウトカム）を時  

系列で明示する。   

加えて、「成長戟略実行計画（エ程表）」を計画倒れに終わらせずに確実に  

実現するため、「政策達成目標明示制度」．（「予算編成等の在り方の改革につい  

て」（平成21年10月23閣議決定））に基づく、各政策の達成状況の評価・検  

証を活用する。  

29  

【35【   



資料1－1  

緊急雇用対策（平成21年10月23日  

緊急雇用対策本部）の概要   

我が国の雇用情勢は非常に厳しい状況にあり、今後の事  

態の推移に予断は許されない。鳩山政権が目指す「国民一  

人ひとりが安全と安心、生きがいを実感できる社会」を実  

現する上で最も重要な基盤となるのは、雇用の確保である。   

このため、国民が抱える不安に対応し、政府を挙げて雇  

用の確保に取り組むため、「緊急雇用対策」を実施する。  

1．緊急雇用対策は、次の3点を基本視点とする。  

（1）㈲応して：「機動的」lこ対応する  

今回の対策では、現下の経済雇用情勢に対応し、急がれる   

対策を早急に実施する。年末年始にかけての情勢については   

引き続き細心の注意を払い、推移によっては政治主導により   

果断に対応する。  

（2）「弱者への支援」を最優先する  

経済雇用情勢の悪化が最も大きく現れる経済的・社会的に   

弱い立場にある人々（貧困・困窮状態にある求職中の離職者   

や非正規労働者、女性、来春以降の新卒予定者など）への支   

援は緊急を要しており、雇用維持努力への支援や中小企業支   

援とあわせて、最優先課題として全力で取り組む。  

（3）「雇用創造」に本格的に取組む  

内需主導の経済成長を目指す観点から、未来の成長分野と   

して期待される「介護」、「農林」等の分野やNPO、社会的   

企業が参加した「地域社会雇用」の創造に取り組む。  
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2．緊急雇用対策は、「緊急的な支援措置」と「緊急雇用創   

造プログラム」の2木柱とする。  

（1）緊急的な支援措置  

①貧困・困窮者支援  

今年の年末年始に、求職中の貧困・困窮者が、再び「派遣   

村」を必要とすることなく安心して生活が送れるようにする。   

・実効ある「ワンストップサービス」など支援態勢の強化、「住まい対  

策」など  

②新卒者支援  

来春以降の新卒者の就職を支援し、第二の「ロスト・ジェ   

ネレーション」をつくらないようにする   

・「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の緊急配備、「就活支援キャン  

ペーン（仮称）」の展開など  

③雇用維持支援、中小企業支援等  

企業の雇用維持努力への支援や中小企業支援等に取り組む  

（2）「緊急雇用創造プログラム」  

①3つの重点分野  

（介護雇用創造）   

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム等  

（グリーン（農林、環境・エネルギー、観光）雇用創造）   

「働きながら職業能力を高める」グリーン雇用プログラム、  

森林・林業再生の推進  

（地域社会雇用創造）  

雇用支援分野での「社会的企業の活用」  
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②雇用創造のための既存施策・予算の活用  

「緊急雇用創出事業」、「ふるさと雇用再生特別基金事業」  

の運用改善、「緊急雇用創出事業」の前倒し執行等  

3．対策の進め方  

①対策の推進体制  

対策の推進にあたっては、労働界・産業界をはじめとする  

国民各層との対話を積極的に進める。  

・「雇用戦略対話（仮称）」の設置  

・「地域雇用戦略会議（仮称）」設置  

・緊急雇用対策本部内の推進チーム設置  

②国民への情報提供■広報の徹底  

③期待される効果   

・今回の対策は、現下の情勢に対応して、既存の施策・予算  

の活用により、緊急に取りまとめるもの。   

・特に、年末年始を視野に入れ、貧困・困窮者や新卒者など  

の方々への支援に、最優先で取り組み、一人でも多くの方  

が安心して暮らせることに主眼を置く。   

・あわせて、未来の成長分野を見据え、雇用創造への取組み  

に着手し、これにより当面の雇用下支え・雇用創出の追加  

的効果として、年度末までに10万人程度が期待される。   
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資料1－2  

緊急雇用対策  

平成21年10月23日  

緊急雇用対策本部  
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緊急雇用対策  

Ⅰ∴基本的な方針  

1．基 認識  

・我が国の経済は、最悪期を脱したものの、経済成長の基盤が  

脆弱であるなど厳しい状況にある。とくに、雇用情勢は非常に厳し  

く、失業率は今年7月に過去最高の5．7％に達した後、8月に  

5．5％に低下したものの依然として厳しい状況にあり、今後悪化す  

る懸念もある。また、景気が回復しても、「雇用なき景気回復（ジョ  

ブレス・リカバリー）」となるのではないかと懸念する声もあり、今後  

の事態の推移に予断は許されない。   

・鳩山政権が目指す「国民一人ひとりが安全と安心、生きがいを  

実感できる社会」を実現する上で最も重要な基盤となるのは、雇  

用の確保である。このため、国民が抱える不安に対応し、政府を  

挙げて雇用の確保に取り組むため、「緊急雇用対策」を実施す  

る。  

2．3つの見点  

鳩山政権の雇用対策は、以下の3つの視点に立つ。  

（1）情勢に即応して「機動的」に対応する  

一念カj湖岸を早急仁＝実感すち  

・経済雇用情勢は刻々と変化する。このため、情勢変化を迅速  

に把握し、必要かつ有効な雇用対策を機動的に講じる。今回の  

対策は、現下の情勢に対応し、急がれる対策を早急に実施するも  
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のである。  

・今後の情勢について引き続き細心の注意を払い、その推移に  

よっては、政治主導により果断に対応する。  

（2）「貧困・困窮者、新卒者へ咽支援」を最優先する  

一虜庭先深配Lこ凄め断て1、る人を全かご安産す憲   

・経済雇用情勢の悪化の影響は、経済的・社会的に弱い立場に   

ある人々にしわ寄せされる形で最も大きく現れる。具体的には、貧   

困・困窮状態にある求職中の離職者や非正規労働者、女性であり、   

さらには来春以降厳しい求人情勢が見込まれる新卒予定の学生・   

生徒である。こうした求職中の貧困・困窮者や新卒者∴の支援は  

、緊急を要しており、雇用維持努力への支援や中小企業支援とあ   

わせて、最優先課題として全力で取り組む。  

（3）「雇用創造」に本格的に取り組む  

一柳成長分野を平定、仁、胎齢倉抒仁超澄   

・内需主導の経済成長を目指す観点から、未来の成長分野とし   

て期待される「介護」、「農林」等の分野やNPO、社会的企業が参   

加した「地域社会雇用」の創造に取り組む。これらの分野での新   

たな就業や雇用情勢が悪化した他の産業分野からの転職・転業   

を支援するため、職業訓練、とくに「働きながら職業能力を高める   

こと」を重税した「積極的労働政策」を本格的に展開するとともに、   

「産業政策」や「文教政策」と連動した取組を推進する。  
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Ⅱ．具体的な対策  ※詳しい内容は別紙参照  

1．緊急的な支援措置   

車）緊急支援アクショとプラン  

ー「貧困・困窮者、新卒者支援」  

＜貧困・困窮者支援＞  

（目標）今年の年末年始に、求職中の貧困・困窮者が、再  
び「派遣村」を必要とすることなく、安心して生活が送れる  

ようにする。  

（アクションプランの内容）  

①平成21年後半（6月～12月）に雇用保険受給期間が切れる受   

者数（推計を含む）の把握  

②利用者の視点に立った情報提供・広報の展開  

・「緊急人材育成支援事業」、「住宅手当」等各種支援策の分かりやすい広報  

③実効ある「ワンストップ・サービス」など支援態勢の強化  

※ワンストップ・サービス；国、地方自治体等の関係機関の協力の下、利用者が、  

一つの窓口で必要な各種支援サービス（雇用・住居・生活支援）の相談・手続が  

できるようにする。   

（ア）「ワンストップ・サービス・デイ」の開催  

・11月下旬に東京、大阪、愛知等において試行実施した後、定期開催・年末年  

始の開催を検討   

（イ）ハロTワークの雇用支援機能の強化   

（ウ）「求職者総合支援センター」とハローワークの連携   

（エ）年末年始の生活総合相談  

・年末年始の生活や居住場所の確保等の支援  

ハロー ワーク職員に  よる出張相談等の検討  
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（オ）ハローワークにおける公的賃貸住宅情報の提供  

・地方自治体等の協力を得て、離職者が利用可能な公的賃貸住宅情報を提供  

④「きめ細かな支援策」の展開   

（ア）「緊急人材育成支援事業」の訓練メニュー・実施者の新規開拓  

・教育訓練機関に加え、地域の企業、社会福祉法人、NPO等の参加により、情  

報処理技術、介護・福祉・医療等の分野を中心に年内に約5万人分の確保  

・地域のニーズに応じた訓練コースの設定   

（イ）「住まい対策」など派遣契約の中途解除等に伴い住居を失った貧  

困・困窮者支援施策の強化  

・「住宅手当」「つなぎ特別融資」「総合支援貸付」の適正な運用の徹底   

・住宅の確曙・  

・「就職安定資金融資」「住宅手当」の円滑な実施のための宅地建物取引業者に  

よる民間賃貸住宅のあっせん、地域住宅交付金を活用した民間賃貸住宅への  

家賃助成等の取組わ推進   

（ウ）関連施策の展開  

・住宅ローンの借入者に対する金融の円滑化を通じた生活の安定化を図るた  

めの施策の策定・推進（臨時国会に法案提出）  

・社宅や寮に入居している派遣労働者について、離職後も引き続き一定期間の…  

入居が可能となるよう、企業に対して要請  

・日本司法支援センターにおける民事法律扶助事業の利用の促進  

・ハロー ワークの協力を得て開設する相談窓口における地域自殺対策緊急強化   

‘基金等を活用した求職者等に対する心の健康相談、生活支援相談等の実施   

（工）生活保護制度の運用改善  

⑤その他」求職者の貧困・困窮者が安心して生活が送れるよう  

にするために必要な姫策を引き続き検討  
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（アクションプランの進め方）  

企国の取墾  

・国に設置した「緊急支援アクションチーム（後述）」が、アクションプランの具体的展  

開、地域における取組の円滑な実施に向けた関係機関等の調整を行う。  

地域におけ  る取組  

・関係地方自治体の協力を得て、東京都及び政令市等において、ハローワーク、地  

方自治体・関係団体等が連携して具体的な取組を推進する。  

…＜新卒者支援＞  

（目標）来春以降の新卒者の就職を支援し、第二の「ロス  
ト・ジェネレーション」をつくらないようにする。  

（アクションプランの内容）  

①新卒者の就職支援態勢の強化   

（ア）「高卒一大卒就職ジョブサポーター」の緊急配備  

・支援態勢強化のため、就職支援の専門職をハローワークに緊急配備 

（イ）大学等の就職支援の充実  

・就職相談窓口の充実（キャリアカウンセラーの配置など）、女子学生等を対象に  

した「ライフプランニング支援」の推進、大学における職業指導（キャリアガイダン  

ス）の制度化  

②求人開拓と「雇用ミスマッチ」の解消  

－「就活支援キャンペーン（仮称）」の展開－   

（ア）求人・求職、内定関連情報の収集・提供   

（イ）学生を対象とした合同就職説明会等の実施   

（ウ）企業に対する求人拡大への要請   

（I）採用意欲のある中小企業等の掘り起こし  

・「雇用創出企業」をとりまとめ、公表（年明け予定）  
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③「4月就職以外の道」の選択の支援   

（ア）企業に対する中途採用・通年採用の拡大への要請   

（イ）学生・生徒の学校での学び直しや地域活動参加への支援  

④新卒無業者への第2セーフティネットの活用  

…（アクションプランの進め方）  

享 ①国の竪墾  

・国に設置した「緊急支援アクションチーム（後述）」が、アクションプランの具体的展  

開、地域における取組の円滑な実施に向けた関係機関等の調整を行う。  

也域における取組  

・関係地方自治体・関係団体の協力を待て、地域の学校・ハロー ワーク・産業界が要  

一体となって具体的な取組を推進する。  
＝＝●■●●●■■＝＝■■■＝＝■●●■●■＝＝●●●■●l＝l●l＝ ■■■■■■■■●■…＝＝＝＝■■■■■■＝＝＝…＝＝＝＝●●■■■■■■■■■■■■…●●＝＝▼■■●■  

（2）雇用維持支援の強化   

の雇用調整助成金の支給要件緩和等  

・出向元への復帰後6か月を経ずに行われた再度の出向についても、雇用調整助  

成金の支給が可能となるよう、支給要件を緩和する。  

・支給に要する処理期間（初回申請：2か月以内、2回目以降：1か月以内）の設定と  

年内中の達成を図る。  

・申請様式の改正を行う・。  

・今後の経済雇用情勢の推移を踏まえ、雇用調整助成金の生革量要件の緩和につ  

いて、早急に検討する。   

＠金華間の出向活用による雇用維持支援  

・解雇防止と新規雇用の促進のため、出向た関する企業間の情報交流を支援する。  

そのため、経済産業省及び地方経済産業局等に、出向支援チームを設置し、出  

向を希望する企業情報の収集・提供を行う。  
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（3）中小企業の支援   

①中小企業で活躍する人材への真壁  

ヰ小企業の求める若手人材を育成するための「新・若者挑戦塾」の受講生と中  

小企業とのマッチング支援の強化や、中小企業の現場に人材をつなげる国内イ  

ンターンシップ制度の参力暗数の拡大   

②中小企業の雇用維持Ⅰ拡大への支穣  

・雇用の維持・拡大に努めている企業に対する低利融資制度（雇用調整助成金等が  

支給されるまでの「つなぎ融資」や「セーフティネット貸付」）の活用促進  

・中小企業に対する金融の円滑化を通じた事業活動の円滑な遂行及び雇用の安定  

を図るための施策の策定・推進（臨時国会に法案提出）  

就労支援  （4）女性の   

・都市部（待機児童を多く抱える地域）における質の高い保育サービス整備を加  

速する方策の早急な検討  

・子育て期の女性や若年層を対象とした地域のセミナー等への就労・再就職支  

援アドバイザー（仮称）の講師派遣  

・女子学生等を対象にした「ライフプランニング支援」の推進（再掲）  

・ボスドク等若手研究人材を活用した共同研究プロジェクトの着実な実施と参  

加した研究人材の就業機会の拡大  
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2．「緊急雇用創造プログラム」の推  
（1）3つ空室点分野におけるプログラム¢推進  

一成長分野における雇用促進のため、「働きながら職業能力  

を高める」雇用プログラムの推進等に取り組む  

…＜介護雇用創造＞   

①「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム  

■求人ニーズが高い介護分野で、働きながら資格取梅（介護福祉士、ホームヘルパ  

ー2級）ができるよう支援するプログラムを創設  

・資格取得のための研修費用の手当及び1年又は2年の実践的な雇用経験の付  

与等を可能にするため、「緊急雇用創出事業」の要件を緩和  

・実習免除等の働きながら資格を取ることを容易にするための措置の導入等  

・地方自治体に対して、①重点事業としての事業採択と事業の前倒し執行、②介護  

サービス施設、事業者への積極的な周知を要請  

②介護人材確保施策の推進   

・全国地域包括ケア推進会議の設置、介護職員処遇改善交付金の周知を通じた介   

護職員の処遇改善  

・「福祉人材コーナー」をはじめとして全国の′「ローワークで介護分野の求人開拓   

を重点実施、助成金や職業訓練を活用した介護分野の人材確保・定着   

＠全室筆竺－ビス撃備の加速化等  

・「介護基盤の緊急整備特別対策事業」による介護基盤整備の推進  

・大都市部の自治体の意向を踏まえた諷知症対応型グループホームのユニシト数  

の拡大による整備の促進（2ユニットから3ユニットへ）  
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＜グリーン（農林、環境▲エネルギー、観光）雇用創造＞  

む「働きながら職業能力を高める」グリーン雇用プロゲラ杢  

（農林水産分野）  

・農林水産分野での雇用創出・就業促進の積極的展開、農山漁村の6次産業イヒー   

直売所の設置や地域ブランドの立上げ等の取組、農商工連携の担い手たる人材   

育成のための研修強化（「緊急雇用創出事業」、「ふるさと雇用再生特別基金事   

業」、「緊急人材育成支援事業」等の活用）  

（環境・エネルギー分野）  

・住宅用太陽光発電システム施工の無料講習会の拡充による施工人材の育成及   

び施工ガイドラインの策定  

・企業等における省エネ・CO2排出削減を担う人材の育成  

・グリーンワーカー事業の対象拡大（生態系保全や外来種対策を事業対象に追加   

する等）  

（観光分野）  

・観光産業の人材ニーズの情報提供  

・観光人材の育成（「緊急人材育成支援事実」の活用による教育訓練の実施）  

・外客誘致促進等の観光立国の実現に向けた施策展開の加速化  

森林・林業再生の推進●  

（ア）緊急的な取組み－「森林整備加速化・林業再生事業」の運用改善等   

r・「森林整備加速化・林業再生事業」の運用改善（人材養成の重視、施業の集約   

化の推進等）  

・集約化施業・路網整備の推進に向けた森林情報の整備・人材育成等や公共建   

築物等における木材利用の拡大の推進、地域材の地産地消等による地域にお   

ける雇用創出（「緊急雇用創出事業」、rふるさと雇用再生特別基金事業」、「緊急   

人材育成支援事業」の活用） 等  
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（イ）「森林・林業再生プラン（仮称）」の作成一森林・林業再生に向けた政策の構築   

森林・林業の再生に向けた中長期的な政策の方向を明示し、森林・林業を基≡  

軸とした雇用の拡大を図るため、「森林・林業再生プラン（仮称）」を、年内を目途室   

に作成し、関連施策を推進する。  

の推進  関連施   

・建設企業の成長分野展開支援  

・住宅リフォーム市場の活性化、木造住宅の振興  

・地域のICT葬り活用促進  

■■■■■■■■■■■●●＝…＝●●●■■■■■■■■■■■■■■■■●●●●●＝…＝＝＝＝＝■■■■■■■■●●●●●■●■●●●●  

＜地域社会雇用創造＞  

○雇用支援分野での「社会的企業」の活用  

・新たな雇用の場として、NPOや社会起業家などが参加する「社会的企業」主導の  

「地域社会雇用創造」を推進する。特に、若者など困難に直面する人々を雇用に結…  

びつける雇用支援分野での活用を目指す（「緊急人材育成支援事業」、「ふるさと雇要  

用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業」の活用）。   

※社会的企業；社会的課題の解決を目的とした収益事業に取り組むもの。雇用支援分圭   

野ではイタリアの社会的協同組合B型やイギリスのグラウンドワークなどがある。  

・NPO法人等の社会的企業が保育所との連携の下に行う家庭的保育事業の試行的≡  

・実施（離職者等を雇用して家庭的保育者研修を実施した上で利用者との契約により要  

自宅で乳幼児を保育、安心こども基金を活用して実施）  
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（2）雇用創造のための既存施策・予算の活用  

O「緊急雇用創出事業」等の運用改善と前倒し執行等   

・「緊急雇用創出事業」及び「ふるさと雇用再生特別基金事  

業」について、以下の観点から運用改善を行うとともに、地  

方自治体に対する事業前倒し執行の要請や関連制度の活  

用等を進める。   

く事業の運用改善＞   

（ア）「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム実施のための「緊急  

雇用創出事業」の運用改善（前述）   

（イ）「緊急雇用創出事業」の要件緩和  

・現在、雇用期間6か月以内で介護・福祉・教育等の分野に限って1度の更  

新を可能にしているところ、全ての分野で1度の更新を認める。さらに介護に  

ついては、雇用期間を1年以内に延長し、1度の更新を可能とする。  

・事業費に占める人件費割合、新規雇用の失業者割合を新規雇用失業者の  

人件費割合2分の1以上に緩和   

（ウ）「ふるさと雇用再生特別基金事業」の要件緩和  

・事業収益について、事業が継続され、継続して労働者を雇用する場合、委  

託元への返還を不要とする。  

＜事業の前倒し  

（エ）「緊急雇用創出事業」の事業の前倒し執行等  

・地方自治体に対して、上記の運用改善への対応及び緊急雇用創造の観点  

から、事業の前倒し執行を要請。  

＜制度の活塁等＞  

（オ）「働きながら職業能力を高める」雇用プログラムを支える職業能力   

評価制度（「ジョブ・カード制度」など）の活用  

※「ジョブ・カード制度」は、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓  

練の機会を提供し、フリーター等が正社員となることを支援することを目的  

としている。  

（加再就職に効果的な職業訓練の提供の在り方に関する検討  

・訓練実施機関等の選定に閲し、再就職の成果を上げるインセンティブが働  
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きやすい方浜について検討  

（キ）地方公共団体への支援  

・地方公共団体が実施する緊急雇用対策について、特別交付税により支援す   

る。   



Ⅲ．対策の進め方  

（1）対策の  

○緊急雇用対策の推進にあたっては、労働界・産筆界をはじめと   

する国民各層との対話を積極的に進めるとともに、地域におい   

て由係者が一体となって取り組めるよう十分配慮する。  

①「雇用戦略対話（仮称）」の設置   

O「緊急雇用対策」を推進する観点から、雇用戦略に関する重要事項  

について、内閣総理大臣の主導の下で、労働界・産業界をはじめ各  

界のリーダーや有識者が参加し、意見交換と合意形成を図ることを  

目的として設置する。  

②「地域雇員戦略会議（仮称埋設塵   

○地域における緊急雇用対策の推進母体として、関係自治体、関係機  

関、労働界、産業界、教育界、NPOなどが参加して設置する（当面、  

意欲のある地域で先行して設置）。  

③緊急雇用対策本部内の推進チーム設置   

○本対策の推進のた吟に、緊急雇用対策本部内に、各施策の具体的  

な実施を推進する実務者等からなる、  

①「緊急支援アクションチーム」と  

②「緊急雇用創造チーム」の2つを設置する。  

（≧〕国民への情報提供・広報の徹底   

○国民一人ひとりが、緊急雇用対策の各施策の趣旨・内容・利用  

方法を十分理解し、実際に有効に利用できるように、分かりや  
すい形での情報提供や広報の徹底に努める。  

13  
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（封本対策に期待される効果   

○今回の対策は、現下の情勢に対応して急がれる取組をできる  

限り早期に実施するため、新たな予算措置を要しない既存の  

施策・予算の活用により、緊急に取りまとめるものであるら   

○特に本対策は、年末年始も視野に入れ、貧困・困窮者や新卒  

者などの方々への支援に、地方自由体や関係団体の協力を  
得て最優先で取り組み、現場において一人でも多くの方が安  

心して暮らすことができるようにすることを主眼に置いている。   

○あわせて、未来の成長分野を見据え、、雇用創造への取組に着   

．手することとしており、これにより当面の雇用下支え・雇用創出  

1   の追加的効果として、21年度末までに10万人程度が期待され  
る。  

14  
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（別紙）  
1．緊急的な支援措置  

（1）緊急支援アクションプランt「貧困一困窮者、新卒者支援」   
＜貧困・困窮者支援＞   

①平成21年後半鞭塑壁  
②利用者の視点に立った情報提供・広報の展開   

・「緊急人材育成支援事業J、「住宅手当」等各種支援策の分かりやすい広報   

③実効ある「ワンストップ・サービス」など支援態勢の強化   

（ア）「ワンストップ・サービス・デイ」の開催   

・11月下旬に東京、大阪、愛知等において試行実施した後、定期開催・年末年始の開催を検討   

（イ）ハローワークの雇用支援機能の強化   

・労働局・ハローワークの総力を挙げた戦略的・効果的な求｛開拓及び求人充足対策の実施  

■ ハローワークでの担当者制による中高年齢者に対する手厚い再就職支援の実施  

・子育て女性の再就職支援に係る支援機関向け好事例等の収集や母子家庭の母に対するチーム支援   

機能の強化  

・地域における雇用維持・拡大の要請や早期再就職支援など障害者雇用対策の強化  

・日本在住の日系人等の方々への訓練の充実や相談体制の強化による外国人労働者支援の強化  

（ウ）「求職者総合支援センター」とハローワークの連携  

（エ）年末年始の生活総合相談  

・年末年始の生活や居住場所の確保等の支援  

・ハロー ワーク織員による出張相談等の検討  

（オ）ハローワークにおける公的賃貸住宅情報の提供  

■ 地方自治体等の協力を得て、離職者が利用可能な公的賃貸住宅情報を提供  

④「きめ細かな支援策」の展開  

（ア）「緊急人材育成支援事業」の訓練メニュー・実施者の新規開拓  

・教育訓練機関に加え、地域の企業、社会福祉法人、NPO等の参加により、情報処理技術、介護・福   

祉・医療等の分野を中心に年内に約5万人分の確保（3．3万人の利用見込み）  

※10月20日現在 定員数20，841人  

・地域のニーズに応じた訓練コースの設定  

（イ）「住まい対策」など派遣契約の中途解除等に伴い住居を失った貧困・困窮者支援施策の強化  

・「住宅手当」「つなぎ特別融資」r総合支援貸付」の適正な運用の徹底  

・住宅の確保  

■ r就職安定資金融資」r住宅手当」の円滑な実施のための宅地建物取引業者による民間賃貸住宅のあ   

つせん、地域住宅交付金を活用した民間賃貸住宅への家賃助成等の取組の推進  

（ウ）関連施策の展開  

・住宅ローンの借入者に対する金融の円滑化を通じた生活の安定を図るための施策の策畠・推進（臨時  

国会に法案提出）  

・社宅や寮に入居している派遣労働者について、離職後も引き続き一定期間の入居が可能となるよ  

う、企業に対して要請  

・日本司法支援センターにおける民事法律扶助事業の利用の促進   



・ハローワークの協力を得て開設する相談窓口における地域自殺対策緊急強化基金等を活用した求職   

者等に対する心の健康相談、生活支援相談等の実施  

（エ）生活保護制度の運用改善  

⑤その他、求職中の貧困・困窮者が安心して生活が送れるようにするために必要な施策を引き続き検討  

＜新卒者支援＞   

①新卒者の就職支援態勢の強化   

（ア）「高卒，大卒就職ジョブサポーター」の緊急配備   

・支援態勢強化のため、就職支援の専門職をハローワークに緊急配備く高卒・大卒就職ジョブサポーター  

を各都道府県1名以上追加配置）   

（イ）大学等の就職支援の充実   

・就職相談窓口の充実（キャリアカウンセラーの配置など）  

－「大学教育・学生支援推進事業」を実施中の大学等に対する事業連成目標の到達度の確認や、  

取組事例についての周知   

・女子学生等を対象とした「ライフプランニング支援」の推進  

－「女性のライフプランニング支援総合推進事業」において、特に就職前の女子学生を対象とし  

たきめ細やかな取組を要請   

・ 

一中教審大学分科会「中長期的な大学教育の在り方に関する第二次報告」を踏まえ、法令上、職業指導  

（キャリアガイダンス）の大学教育への位置づけを明記   

・内定取消し防止に向けた企業指導の徹底  

一平成21年1月に施行された企業名公表制度や「新規学校卒業者の採用に関する指針」等の一層の周  

知及び採用内定取消しを行おうとする事業主に対する回避等についての指導等の徹底   

②求人開拓と「雇用ミスマッチ」の解消ナ唱道支援キャンペーン（仮称）」の展開－   

（ア）求人・求職、内定関連情報の収集・提供   

（イ）学生を対象とした合同就職説明会等の実施   

（ウ）企業に対する求人拡大への要請   

（エ）採用意欲のある中小企業等の掘り起こし  

・「雇用創出企業」をとりまとめ、公表（年明け予定）   

一関係省庁が連携して、ものづくりやサービス菓、農業、運輸業等の分野において、採用意欲があり、か   

つ人材育成に優れる企業について、関係機関を総動員して糎り起こし、若年層、特に新卒者に対する  

情報発信を実施  

昼卿の選択の支援  

（ア）企業に対する中途採用・通年採用の拡大への要請  

（イ）学生・生徒の学校での学び直しや地域活動参加への支援  

盈艶室褒美 への 2セーフテ婁二吐旦蓮旦   



（2）雇用維持支援の強化  

①雇用調整鞄屋垂卿口等  

・出向元への復帰後6か月を経ずに行われた再度の出向についても、雇用調整助成金の支給が可能と   

なるよう、支給要件を緩和する  

・支給に要する処理期間（初回申請：2か月以内、2回目以降：1か月以内）の設定と年内中の達成を図  

る。  

・申請様式の改正を行う。  

・今後の経済雇用情勢の推移を踏まえ、雇用調整助成金の生産量要件の緩和について、早急に検討す  

る。  

・現行の船員に係る雇用調整助成金の継続的な運用（船員に対する助成金による支援の円滑な実施等）  

＠企業間の出向活用による雇用維持支援  

・解雇防止と新規雇用の促進のため、出向に関する企業間の情報交流を支援   

一層済産業省及び地方経済産業局等に、出向支援チームを設置し、出向を希望する企業情報の収集・  

捏供を行う  

（3）中小企業支援  

伶中小企棄で活躍する人柱仝の支援  

・中小企業の求める若手人材を育成するための「新・若者挑戦塾」の受講生と中小企業とのマッチング支   

援の強化   

一魅力的な企業の現場視察、若手人材を求める企業を招いての会社説明会、座学、演習などを合   
宿型で行う「新・若者挑戦塾」の受講者を中小企業に橋渡しし、一実際の就労につなげる。  

・中小企業の現場に人材をつなげる国内インターンシップ制度の参加者数の拡大   

一中小企業における現場の魅力を実際に体験し、就業に結びつけるインターンシップ事業における参加  
者数の拡大  

恥重美の雇用維持・拡大の支援  

・雇用の維持・拡大に努めている企業に対する低利融資制度（雇用調整助成金等が支給されるまでの   

「っなぎ融資」や「セーフティネット貸付」）の積極的な活用促進   

一雇用調整助成金等が支給されるまでの「つなぎ融資jの積極的活用：雇用調整助成金等に係る実施計   

画の届出を受理された中小企業に対し、日本政策金融公庫等による低利融資が受けられる制度（地域  
活性化・雇用促進資金）について、引き続き積極的な活用を促進   

－セTフティネット貸付の積極的活用：日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付（うち、経営環境   
変化対応資金・金融環境変化対応資金）を活用する中小企業のうち、雇用の維持・拡大に努める中小  
企業に対し、基準利率からの0．1％金利引下げ措置の活用を、引き続き積極的に促進  

・中小企業に対する金融の円滑化を通じた事業活動の円滑な遂行及び雇用の安定を図るための施策の  

策定・推進（辞時国会に法案提出）  

（4）女性の就労支援等  

都市部（待機児童を多く抱える地域）における質の高い保育サービス整備を加速する方策の早急な検討  

子育て期の女性や若年層を対象とした地域のセミナー等への就労・再就職支援アドバイザー（仮称）の  

講師派遣  

女子学生等を対象にした丁ライフプランニング支援」の推進（再掲）  

ボスドク等若手研究人材を活用した共同研究プロジェクトの着実な実施と参加した研究人材の就業機   



会の拡大  

一地域における優れた技術や潜在力を活用していくため、ボスドク等の研究人材について、大学・公的   

研究機関・民間企業・自治体等が連携して行う共同研究プロジェクトへの従事等の実践的な教育を施   

しヾ育成を図る  

偽装請負、派遣契約の中途解除の防止など、法令遵守に向けた指導監督の徹底  

事業主への働きかけや助成金の活用による他産業への失業なき労働移動の促進  

2．「緊急雇用創造プロ  グラム」の推進  

（1）3つの重点分野におけるプログラムの推進  

＜介護雇用創造＞   

①「働きながら資格をとる」介護雇用プログラヰ  

・求人ニーズが高い介護分野で、働きながら資格取得（介護福祉士、ホームヘルパー2級）ができるよう支  

援するプログラムを創設  

・資格取得のための研修費用の手当及び1年又は2年の実践的な雇用経験の付与等を可能にするた  

め、「緊急雇用創出事業」の要件を緩和  

・実習免除等の働きながら資格を取ることを容易にするための措置の導入等  

・地方自治体に対して、①重点事業としての事業採択と事業の前倒し執行、②介護サービス施設、事業  

者への積極的な周知を要請   

②介護人材確保施策の推進  

・全国地域包括ケア推進会議の設置、介護職員処遇改善交付金の周知を通じた介護職員の処遇改善  

・主要なハローワークに設置している「福祉人材コーナー」をはじめとして全国のハローワークで介護分野  

の求人開拓を重点実施  

・助成金や職業訓練を活用した介護分野の人材確保・定着   

③介護サービス整備の加速化等  

・「介護基盤の緊急整備特別対策事業」による介護基盤整備の推進  

・大都市部の自治体の意向を踏まえた認知症対応型グループホームのユニット数の拡大による整備の促  

進（2ユニットから3ユニットへ）  

・高齢者の地域生活を支援する者を養成（「緊急雇用創出事業」及び「ふるさと雇用再生特別基金事業」  

を活用）  

＜グリーン（農林、環境・エネルギー、観光）雇用創造＞   

①「働きながら職業能力を高める」グリニ卿  

（農林水産分野）   

○ 以下の事項について「緊急雇用創出事業J、「ふるさと雇用再生特別基金事業J、「緊急人材育成支援  

事業」等を活用し実施するとともに、これら事業の運用について通知を発出し、生産現場での活用を促  

進  

・農林水産分野での雇用創出・就業促進の積極的展開  

・耕作放棄地の権利関係の調査、新たな参入者とのマッチング、軽微な農地再生作業等の耕作放棄地  

再生に向けた取組の実施   
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・農山漁村の6次産業化一直売所の設置や地域ブランドの立上げ等の取組み、農商工連携の担い手た   

る人材育成のための研修強化   

一地域の農林漁業者と中′ト商工業者との連携により新事業を創出し、雇用の場を拡大するため、農商工  

連携の担い手たる人材を育成するための研修事業について、より多くの受講希望者に機会を提供す  

べく対象者数を拡大  

○ 農林水産省等と連携したガイダンス及び合同企業面接会の早期実施  

（環境・エネルギー分野）  

・住宅用太陽光発電システム施工の無料講習会の拡充による施工人材の育成及び施工ガイドラインの策   

定   

一任宅用太陽光発電システムの設置には専門的知識が必要なため、施工に係る専門人材育成のための   

無料講習会を拡充するとともに、施工の手順書となる「施工ガイドライン」を今年度中を目途にまとめる。  

・企業等における省エネ・CO2排出削減を担う人材の育成   

一京都議定書の目標達成等に向け、中小企業や農林業、オフィス・店舗等業務部門などの省エネ・CO2   

排出削減を加速化することが重要であるが、このため、特に企業OB等を括用し、「エネルギー管理士」  

等の裾野拡大・質的向上を図るとともに、「国内クレジット制度」等に関する審査・検証・アドバイスに係  

る人材やそのスタッフ等の育成を図る（必要に応じ「緊急雇用創出事業」や「緊急人材育成支援事業」  

などの活用を図る）。  

・環境省が推進するオフセット・クレジット（J－VER）制度の対象となるプロジェクト分野を追加し、中山間地   
域等における温室効果ガス排出削減・吸収対策の推進とそれを担う人材を育成  

・グリーンワーカー事業の対象拡大（生態系保全や外来種対策を事業対象に追加する等）  

（観光分野）  

・観光産業の人材ニーズの情報提供  

・観光人材の育成（「緊急人材育成支援事業」の活用による教育訓練の実施）  

・外客誘致促進、国内旅行促進、観光圏の整備促進等の効果的な施策展開を加速化することで、観光   

立国を実現し、観光産業の雇用を拡大する。  

②森林・林業再生の促進  

（ア）緊急的な取組－「森林整備加速化・林業再生事業」の運用改善等 

（1）「森林整備加速化・林業再生事業」の運用改善（人材養成の重視、施業の集約化の推進等）  

○ 建設業等からの新規参入等に必要な研修の実施及び施業の集約化に向けた取組の強化等以下の所  

要の運用改善  

人材養成の重視   

一事業を担う人材養成のため、講師養成研修及び「間伐」、「路網整備」、「境界明確化」、「林業機械の  

導入」の事業実施主体向け研修を実施   

平成22年度から以下を実施  

施業の集約化の推進   

一都道府県ごとに「集約化等実施計画」を策定   

一事業成果の公表  

木材加工流通施設・木質′くイオマス利用施設等整備の改善  

木造公共施設等整備の改善  

（2）集約化施業・路網整備の推進に向けた森林情報の整備・人材育成等  

○（1）を前提に、森林吸収目標の達成に向け、必要な間伐等の森林整備を進めつつ、集約化施菜や路   



綱整備を加速化し、利用間伐を拡大。このため、森林の境界・所有者・施業履歴等の情報整備、施業  

プランナーの活動支援、建設業従事者を活用した路網技術者など必要な人材育成等について、「緊  

急雇用創出事業」、「ふるさと雇用再生特別基金事業」、「緊急人材育成支援事業」の活用を図る  

（3）地域材の地産地消や林業経営者の活動等による地域における緊急の雇用創出等（「緊急雇用創出事   

業」、「ふるさと雇用再生特別基金事業」、「緊急人材育成支援事業」の活用）  

○ 地域材の地産地消に向けた家具、木工品等の製品開発、加工技術、マーケテイング等に関する研修・   
訓練の実施  

○ 林業研究グループが行う研修等の補助的業務や林業研究グループの構成員である林業経営者の事   

業活動の補助的業務に従事しつつ、研修・訓練を実施  

（4）その他  

・公共建築物及び公共土木工事における木材利用の拡大や火力発電所における石炭とチップ等の綻焼   

の拡大に向けた措置を講ずることにより、チップ工場等における雇用を創出し、「緊急雇用創出事業J、   

「ふるさと雇用再生特別基金事業」、「緊急人材育成支援事業」の活用を図る。  

（イ）中長期的な取組－「森林・林業再生プラン（仮称）」の作成   

森林・林業の再生に向け、以下の点を理念・目標とした「森林・林業再生プラン（仮称）」を、年内を目途に  

作成し、関連施策を推進する。  

＜理念・目標＞   

①森林の多面的機能の持続的発揮  

②森林・林業を基軸とした、付加価値の高い地域資源創造型産業の創出  

③木材利用・エネルギー利用拡大による森林・林業の低炭素社会への貢献  

④地球温暖化対策と連携した、10年後の木材生産量  

③関連施策の推進  

・建設企業の成長分野展開支援  

「成長分野展開を図ろうとする建設企業の試行的取組に対する支援、相談体制の整備、情報の周  

知、共有化  

一成長分野への展開に必要な教育訓練の支援（建設教育訓練助成金等の活用促進）  

・住宅リフォーム市場の活性化、木造住宅の振興   

・地域のICTの利活用促進  

＜地域社会雇用創造＞   

○ 雇用支援分野での「社会的企業」の活用  

・地域再生・街づくり、環境・農林、介護・保育、教育・人材、起業支援等の多様な生活関連サービス分野  

における新たな雇用の場として、NPOや社会起業家などが参加する「社会的企業」主導の「地域社会  

雇用創造Jを推進する  

・特に若者など困難を抱えた人々を労働市場に結びつける雇用支援分野での活用を図る（「緊急人材育  

成支援事業」、rふるさと雇用再生特別基金事業」及び「緊急雇用創出事業」の活用）  

・NPO法人等の社会的企業が保育所との連携の下に行う家庭的保育事業の試行的実施（離職者等を雇  

用して家庭的保育者研修を実施した上で利用者との契約により自宅で乳幼児を保育、安心こども基金  

を活用して実施）  

仁丁   



造のための既存施策・予算の活用  （2）雇用創造  

O「緊急雇用創出事業」等の運用改善と前倒し執行等  

＜事業の運用改善＞  

（ア）「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム実施のための「緊急雇用創出事業」の運用改善（前述）  

（イ）「緊急雇用創出事業」の要件緩和  

・現在、雇用期間6か月以内で介護・福祉・教育等の分野に限って1度の更新を可能としているところ、全  

ての分野で1度の更新を認める。さらに介護については、雇用期間を1年以内に延長し、1度の更新を  

可能とする  

・事業費に占める人件費割合、新規雇用の失業者割合を新規雇用失業者の人件費割合2分の1以上に  

緩和  

（ウ）「ふるさと雇用再生特別基金事業」の要件緩和  

・事業収益について、事業が継続され、継続して労働者を雇用する場合、委託元への返還を不要とする  

＜事業の前倒し執行＞  

（エ）「緊急雇用創出事業」の事業の前倒し執行等  

・地方自治体に対して、上記の運用改善への対応及び緊急雇用創造の観点から、事業の前倒し執行を  

要請  

＜制度の活用等＞  

（オ）「働きながら職業能力を高める」雇用プログラムを支える職業能力評価制度（「ジョブ・カード制度」など）  

の活用  

※「ジョブ・カード制度」は、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練の機会を提供し、フリータ  

ー等が正社員となることを支援することを目的としている。   

く力）再就矧こ効果的な職業訓練の提供の在り方に関する検討  

・訓練実施機関等の選定に閲し、再就職の成果を上げるインセンティブが働きやすい方法について検討  

（キ）地方公共団体への支援  

・地方公共団体が実施する緊急雇用対策について、特別交付税により支援する。   




